
千葉市告示第６８３号  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第３６条第１項

の 規 定 に よ り 、 次 の 事 業 者 を 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 と し て 指

定したので、法第５１条第１号の規定により告示します。  

令和７年８月７日  

千葉市長  神  谷  俊  一    

事業所の名称 

及び所在地  

事業者の名称、主たる

事務所の所在地及び代

表者の氏名  

指定年月日 事業所番号 指定の種類 

サンウェル

ズ稲毛ヘル

パーステー

ション  

千葉県千葉

市稲毛区稲

毛東 2 丁目

1 8 番 1 2 号  

株式会社サンウェルズ  

石川県金沢市二宮町

1 5 番 1 3 号  

代表取締役  苗代  亮達  

令和 7 年  

8 月 1 日  

1 2 1 0 1 0 7 3 0 4 居宅介護  

 


